
管理No.TG008

セミナー

タイトル

日時   2020年8月20日（木） 時間

対象

●セミナーカリキュラム

（ふりがな）

（ふりがな）

部署： 役職： 氏名：

（ふりがな）

部署： 役職： 氏名：

E-Mail：

E-Mail：

E-Mail：

貴社名

FAX： 03-3342-5554

E-mail:tokyographics-syokubakaizen@manpowergroup.jp

【個人情報の取扱いについて】ご提供いただいた個人情報は、参加の確認、リマインドメール等の通知・連絡のために利用します。

それ以外の利用目的または法令等に基づく要請の範囲を超えた利用はしません。

ご担当者名

●期待される効果

申込みフォーム

▶　今いる女性社員から感謝され、長く勤めてもらうために何ができるか再考できます

▶　女性は勿論、男性社員の離職にもつながる「職場のハラスメント」対策のポイントが分かります

▶　「同一労働同一賃金」対応として、まず何に着手すべきかが分かります

今いる女性社員の働きがいを醸成し、継続就業につなげるために、今、何をすべきか。

労働法令改正等により国が示す2つの視点から、解説します。

①6月より施行されたパワハラ防止法から「職場のハラスメント」防止の取組みについて。

　　（中小企業は2022年から）

②今年4月から施行されたパートタイム・有期雇用労働法による「同一労働同一賃金」の対応について。

 　（中小企業は来年から）

分かりやすく整理します。ぜひご参加ください。

  経営層・管理者

 今いる女性社員から「ここが私達の居場所です！」と言われるためにすべきこと

１、女性の継続就業を支える「やりがい」「働きがい」の醸成のために

２、離職に直結！ あってはならない「職場のハラスメント」

　　・セクハラ　・マタハラ　・パワハラ

３、何から着手すべきか？ 「同一労働同一労働」対応

　　・非正規と正規の不合理な待遇差の解消

申込締切日　2020年8月17日　

東京グラフィックサービス工業会コンソーシアム　団体別採用力スパイラルアップ事業

  

 15:00~17:00（ログインは開始10分前から）

参加費

無料

《オンライン開催》

女性活躍の土台作り！ 同一労働同一賃金とハラスメント対策

女性の継続就業に向けたセミナー 第2回（全2回）

メールアドレス宛に、当日のログイン用URLをお知らせします。メールアドレスの記入ミスにご注意ください。



本事業は公益財団法人東京しごと財団から受託し、東京グラフィックサービス工業会コンソーシアムが運営しています。

（協力：マンパワーグループ株式会社 職場改善事業事務局）

TEL:03-3342-4760 / Mail:tokyographics-syokubakaizen@manpowergroup.jp

講師紹介

 石倉 雅恵（いしくら まさえ）

【略歴】

早稲田大学卒業後、日本電信電話㈱に勤務。３児の母。

マーケティング企画、販売企画、新サービス業務に従事。退社後、社会保険労務士として開業登録。

社員が活躍でき、会社が業績を上げるための正しいワーク・ライフバランス推進に積極的に取り組む。

【セミナー講師】

◇千葉県・船橋市共催　ワークライフバランスセミナー　2013年、2015年、2016年

◇千葉県労働大学講座　講義

◇日本政策金融公庫/千葉県信用保証協会/シャープ株式会社/タマホーム株式会社/

　　株式会社NEXCOシステムズ他、企業内研修多数

【資格】

特定社会保険労務士


